
第３類　函館市聴聞手続規則

○函館市聴聞手続規則
平成６年９月30日規則第53号

改正
平成７年９月29日規則第43号
平成８年12月19日規則第53号
平成12年３月31日規則第34号
平成13年３月28日規則第６号
平成15年３月31日規則第16号
平成17年３月31日規則第31号
平成18年４月１日規則第73号
平成20年３月28日規則第29号
平成22年３月31日規則第27号
平成24年３月30日規則第41号
平成26年３月31日規則第25号
平成27年３月31日規則第９号
令和４年２月28日規則第４号

（趣旨）
第１条　この規則は，他の法令（法律，法律に基づく命令（告示を含む。），条例および規則
をいう。）に特別の定めのある場合を除き，行政手続法（平成５年法律第88号。以下「法」
という。）第13条第１項または函館市行政手続条例（平成８年函館市条例第32号。以下「条
例」という。）第13条第１項の規定に基づき聴聞を行う場合における法第３章第２節または
条例第３章第２節に規定する聴聞の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
（用語の意義）

第２条　この規則における用語の意義は，法の定めるところによる。
（聴聞の通知）

第３条　法第15条第１項または条例第15条第１項の規定による聴聞の通知は，別記第１号様式
の通知書により行うものとする。

２　法第22条第２項本文または条例第22条第２項本文の規定による聴聞の通知は，別記第２号
様式の通知書により行うものとする。
（聴聞の期日の変更）

第４条　当事者は，やむを得ない理由があるときは，別記第３号様式の申出書により，聴聞の
期日の変更を市長に申し出ることができる。

２　市長は，前項の申出があった場合または特別の事情により必要があると認める場合は，聴
聞の期日を変更することができる。

３　市長は，前項の規定により聴聞の期日を変更したときは，別記第４号様式の通知書によ
り，速やかにその旨を当事者および参加人（聴聞の期日の変更時までに法第17条第１項もし
くは条例第17条第１項の求めを受諾し，または法第17条第１項もしくは条例第17条第１項の
許可を受けている者に限る。）に通知するものとする。
（関係人の参加の許可の手続）

第５条　関係人は，法第17条第１項または条例第17条第１項の規定による参加の許可を受けよ
うとするときは，聴聞の期日の５日前までに，別記第５号様式の申請書により主宰者に申請
しなければならない。

２　主宰者は，前項の申請があった場合において，参加の許可をしたときは，別記第６号様式
の通知書により，速やかにその旨を当該申請をした者に通知するものとする。
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（文書等の閲覧の手続）
第６条　法第18条第１項または条例第18条第１項の規定による閲覧の請求は，別記第７号様式
の請求書によりしなければならない。ただし，聴聞の期日における審理の進行に応じて必要
となった場合における閲覧の請求については，この限りでない。

２　市長は，前項本文の請求があった場合は，当該閲覧の可否を決定し，閲覧させることと決
定したとき（当該請求があった場合において，直ちに閲覧させる場合を除く。）は別記第８
号様式の通知書により，閲覧させないことと決定したときは別記第９号様式の通知書によ
り，速やかにその旨を当該請求をした者に通知するものとする。

３　市長は，前項の場合において，聴聞の審理における当事者等の意見の陳述の準備を妨げる
ことがないよう配慮するものとする。

４　市長は，第１項ただし書に規定する請求があった場合において，当該審理の場において閲
覧させることができないとき（法第18条第１項後段または条例第18条第１項後段の規定によ
り閲覧を拒否する場合を除く。）は，閲覧の日時および場所を指定し，当該請求をした者に
通知するものとする。この場合において，主宰者は，法第22条第１項または条例第22条第１
項の規定に基づき，当該閲覧の日時以後の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
（主宰者）

第７条　主宰者は，別表左欄に掲げる当該聴聞に係る事案を所管する部または所の同表右欄に
掲げる課長とする。

２　市長は，前項の規定による主宰者が当該聴聞に係る不利益処分を行う立場にある者である
とき，または法第19条第２項各号もしくは条例第19条第２項各号のいずれかに該当すると
き，もしくは該当するに至ったときは，速やかに新たな主宰者を指名するものとする。
（補佐人の出頭の許可の手続）

第８条　当事者または参加人は，法第20条第３項または条例第20条第３項の規定による出頭の
許可を受けようとするときは，聴聞の期日の４日前までに，別記第10号様式の申請書により
主宰者に申請しなければならない。ただし，法第22条第２項（法第25条後段において準用す
る場合を含む。）または条例第22条第２項（条例第25条後段において準用する場合を含
む。）の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって，既に受け
た出頭の許可に係る事項につき補佐するものについては，この限りでない。

２　主宰者は，前項本文の申請があった場合において，出頭を許可したときは，別記第11号様
式の通知書により，速やかにその旨を当該申請をした者に通知するものとする。

３　補佐人が行った意見の陳述は，当該当事者または参加人が直ちに取り消した場合を除き，
当該当事者または参加人が自ら行った意見の陳述とみなす。
（聴聞の期日における陳述の制限および秩序の維持）

第９条　主宰者は，聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて意見の陳述
をしたときその他聴聞の審理の適正な進行を図るためにやむを得ないと認めるときは，当該
者の意見の陳述を制限することができる。

２　主宰者は，前項に規定する場合のほか，聴聞の審理の秩序を維持するため必要と認めると
きは，聴聞の審理を妨害し，またはその秩序を乱す者に退場を命ずる等適当な措置をとるこ
とができる。
（聴聞の期日における審理の公開）

第10条　市長は，法第20条第６項もしくは条例第20条第６項の規定により聴聞の期日における
審理を公開することを相当と認めるとき，または法令の規定により聴聞の期日における審理
を公開すべきときは，聴聞の期日および場所を公示するものとする。この場合（法令の規定
により聴聞の期日における審理を公開すべき場合を除く。）において，併せて，別記第12号
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様式の通知書により，速やかにその旨を当事者および参加人（当該公示の時までに法第17条
第１項もしくは条例第17条第１項の求めを受諾し，または法第17条第１項もしくは条例第17
条第１項の許可を受けている者に限る。）に通知するものとする。
（陳述書）

第11条　法第21条第１項または条例第21条第１項の規定により提出する陳述書は，別記第13号
様式によらなければならない。
（聴聞調書および報告書）

第12条　法第24条第１項または条例第24条第１項に規定する調書は，別記第14号様式によるも
のとする。

２　主宰者は，前項の調書に書面，図画，写真その他適当と認めるものを添付し，これを調書
の一部とすることができる。

３　法第24条第３項または条例第24条第３項に規定する報告書は，別記第15号様式によるもの
とする。
（聴聞調書および報告書の閲覧）

第13条　法第24条第４項または条例第24条第４項の規定による閲覧の請求は，別記第16号様式
の請求書により，聴聞の終結前にあっては主宰者に，聴聞の終結後にあっては市長にしなけ
ればならない。

２　主宰者または市長は，前項の請求があった場合において，閲覧させることと決定したとき
（当該請求があった場合において，直ちに閲覧させる場合を除く。）は，別記第17号様式の
通知書により，速やかにその旨を当該請求をした者に通知するものとする。
（写しの交付手続等）

第14条　条例第36条第１項（同条第３項において準用する場合を含む。）の規定による写しの
交付の請求は，別記第７号様式の請求書によりしなければならない。ただし，閲覧後直ちに
行う当該資料の写しの交付の請求については，この限りでない。

２　市長は，前項本文の請求があった場合において，写しを交付することと決定したとき（当
該請求があった場合において，直ちに写しを交付する場合を除く。）は，別記第８号様式の
通知書により，速やかにその旨を当該請求をした者に通知するものとする。

３　条例第36条第２項（同条第４項において準用する場合を含む。）の規定による写しの交付
の請求は，別記第16号様式の請求書によりしなければならない。ただし，閲覧後直ちに行う
当該調書または報告書の写しの交付の請求については，この限りでない。

４　主宰者または市長は，前項本文の請求があった場合において，写しを交付することと決定
したとき（当該請求があった場合において，直ちに写しを交付する場合を除く。）は，別記
第17号様式の通知書により，速やかにその旨を当該請求をした者に通知するものとする。

５　資料，調書または報告書の写しの交付部数は，写しの交付の請求１件につき１部とする。
６　条例第36条第５項の資料，調書および報告書の写しの作成に要する費用は，写しを交付す
るときに徴収する。
（補則）

第15条　この規則に定めるもののほか必要な事項は，別に定める。
附　則

この規則は，平成６年10月１日から施行する。
附　則（平成７年９月29日規則第43号）

この規則は，平成７年10月１日から施行する。
附　則（平成８年12月19日規則第53号）

この規則は，平成９年４月１日から施行する。
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附　則（平成12年３月31日規則第34号）
この規則は，平成12年４月１日から施行する。
附　則（平成13年３月28日規則第６号）

この規則は，平成13年４月１日から施行する。
附　則（平成15年３月31日規則第16号抄）

１　この規則は，平成15年４月１日から施行する。
附　則（平成17年３月31日規則第31号抄）

１　この規則は，平成17年４月１日から施行する。
附　則（平成18年４月１日規則第73号）

この規則は，公布の日から施行する。
附　則（平成20年３月28日規則第29号）

この規則は，平成20年４月１日から施行する。
附　則（平成22年３月31日規則第27号抄）

１　この規則は，平成22年４月１日から施行する。
附　則（平成24年３月30日規則第41号）

この規則は，平成24年４月１日から施行する。
附　則（平成26年３月31日規則第25号）

この規則は，平成26年４月１日から施行する。
附　則（平成27年３月31日規則第９号）

この規則は，平成27年４月１日から施行する。
附　則（令和４年２月28日規則第４号抄）

（施行期日）
１　この規則は，令和４年４月１日から施行する。
（経過措置）

２　この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出され
ている申請書，申出書その他これらに類するもの（以下この項において「申請書等」とい
う。）は，この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみ
なす。

３　この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成さ
れている用紙は，当分の間，適宜修正のうえ使用することができる。
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別表（第７条関係）

企画部 企画管理課長

総務部 総務課長

財務部 管理課長

市民部 市民・男女共同参画課長

保健福祉部 管理課長

子ども未来部 子ども企画課長

環境部 環境総務課長

経済部 経済企画課長

観光部 観光企画課長

農林水産部 企画調整課長

土木部 管理課長

都市建設部 まちづくり景観課長

港湾空港部 管理課長

戸井支所 地域振興課長

恵山支所 地域振興課長

椴法華支所 地域振興課長

南茅部支所 地域振興課長

消防本部 庶務課長
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別記第１号様式（第３条関係）
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別記第２号様式（第３条関係）

別記第３号様式（第４条関係）
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別記第４号様式（第４条関係）
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別記第５号様式（第５条関係）

別記第６号様式（第５条関係）
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別記第７号様式（第６条，第14条関係）

第３類　函館市聴聞手続規則

766



別記第８号様式（第６条，第14条関係）
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別記第９号様式（第６条関係）
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別記第10号様式（第８条関係）
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別記第11号様式（第８条関係）

別記第12号様式（第10条関係）

別記第13号様式（第11条関係）
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別記第14号様式（第12条関係）
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別記第15号様式（第12条関係）
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別記第16号様式（第13条，第14条関係）
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別記第17号様式（第13条，第14条関係）

第３類　函館市聴聞手続規則

775


